
福祉事務所の役割
児童相談所の役割



福祉事務所の役割

•福祉事務所とは、地域の福祉を総合的に取り扱う公共の
事務所です。地域包括支援センターや保健所のように「高
齢者」「健康」など狭い範囲での福祉ではなく、「福祉そのも
の」を支援する事務所です。その範囲は「老人福祉」「障害
者福祉」「生活保護」「児童福祉」「母子及び寡婦福祉」に及
び、それらに関する援護、育成、または更生の措置に関す
る事務を行います。
福祉を必要とする人または必要であると判断される人に対
して訪問や来所による面接を行い、援護、育成、更生の措
置、生活の指導等を行います。またさまざまな福祉分野で
の相談を受けるなどの対応もしています。。



福祉事務所の具体的な活動

•福祉事務所の職員は原則として「福祉を必要とする人また
は必要であると判断される人に対して訪問や来所による
面接を行い、援護、育成、更生の措置、生活の指導」等決
められた業務があります。具体的な内容を以下に載せま
すが、原則として決められている業務に支障がない範囲で
あれば他の福祉関係の業務を行うことができるとされてい
ます。そのため事業所によって取り扱う内容には違いがあ
ります。



・民生委員・児童委員に関する事務
・児童扶養手当に関する事務
・介護保険事業所の指定・届出
・社会福祉法人の届出
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者施設等の整備
・介護保険事業所、障害者福祉サービス事業所の事故報告
・介護職員に関する研修
・母子父子寡婦福祉資金
・婦人相談
・DV相談
・特別障害者手当
・障害者等療育支援事業
・生活保護
・生活困窮者支援



■生活保護法

•生活保護の仕事は、生活保護担当の相談員やケース
ワーカーが受付します。市役所にある、「福祉事務所」で
実施します。ケースワーカーの正式な所属名称は、00市
福祉事務所福祉課生活０係 社会福祉主事という名称が
正式となります。その福祉事務所所属の立場で生活保護
の相談、申請、等様々な申し出に対処していく役割を担っ
ています。



■児童福祉法

福祉事務所は、児童家庭福祉に関しては、市町村長や都
道府県知事から委任を受けた場合、保育や助産、母子保護
の実施を行います。また、都道府県設置の福祉事務所では、
要保護児童の通告を受けた場合、児童や保護者に対する
指導、必要に応じては児童相談所への送致などを行います。
特に、児童虐待に関する通告を受けた場合は、必要に応じ
て近隣住民や関係者の協力を得て、児童の安全の確認に
務め、必要に応じて児童相談所に送致します.。
特に最近多発している児童虐待については児童の安全、保
護と言う役割は生命に関わる重大な事です。



■母子及び寡婦福祉法

•福祉事務所この母子及び寡婦福祉法の基づき、母子家
庭等及び寡婦の福祉に関する事を明確にし、母子家庭等
及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な
措置を考えて、母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを
最大の役割としています。



■身体障害者福祉法

•市町村の設置する福祉事務所はこの法律の下に、身体
障害者に自立と社会経済活動への参加を進めるために
身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護しもつて身
体障害者の福祉の増進を図ることを役割としています

■知的障害者福祉法

•各市区町村に知的障害者更生相談所として設置されて、
業務は知的障害者の福祉に関し、相談及び専門的な知
識の提供等を行う事による、知的障害者を援助すること
が役割とされています。



福祉事務所の業務

◾生活に困窮している人の相談や、生活保護の実施をしています。
◾保育所・母子生活支援施設・助産施設への入所をはじめ、児童、家
庭の福祉についての相談に応じています。
◾知的障害者の援護施設への入所など、知的障害者の福祉について
の相談に応じています。
◾母子福祉資金の貸付など、母子福祉についての相談に応じていま
す。
◾身体障害者手帳の交付、施設への入所、補装具や更生医療の給
付など、身体障害者の福祉についての相談に応じています。
◾老人ホームヘの入所など、高齢者福祉についての相談に応じてい
ます。

〇各課及び専門職別業務の特色としては次のような業務が挙げられ
ます。



職員配置の法的根拠

福祉事務所は「福祉六法」を法的根拠としています。

・生活保護法
・児童福祉法
・母子及び寡婦福祉法
・老人福祉法
・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法
〇福祉事務所の職員はこの福祉六法に定める「援護」「育成」
または「更生」の措置に関する社会福祉行政機関の職員とな
ります。
















